
(単位：円) (単位：円)

1,800 3,080

2,880 4,730

3,960 6,380

1,110 2,750

1,800 4,400

2,490 6,050

140
支線柱，支
線
全額減免

270
支線柱，支
線
全額減免

20 27

10

既設の架
空線を撤
去するため
に地下に
埋設された
管路及び
電線
2/3減免

16

既設の架
空線を撤去
するために
地下に埋設
された管路
及び電線
2/3減免

電線共同
溝2/3減免

個/年 1,400 個/年 2,690

㎡/年 960 ㎡/年 1,650

5,500

2,310

8,800 14,550

2,730 5,500

110

160

630 300

630 400

600

660

650 1,150

930 1,650

1,860 3,300

道路占用料新旧対照表（主なもの）

占用物件 単位 占用料 減免 占用物件 単位 占用料 減免

現行 改正後

法
第
3
2
条
第
１
項
第
１
号
に
掲
げ
る
工
作
物

第１種電柱

本/年

法
第
3
2
条
第
１
項
第
１
号
に
掲
げ
る
工
作
物

路上に設ける変圧器

広告塔
㎡/年

第１種電柱

本/年

道路反射
鏡添架
全額減免

信号添架
1/2減免

第２種電柱 第２種電柱

第３種電柱 第３種電柱

第１種電話柱 第１種電話柱

第３種電話柱 第３種電話柱

第２種電話柱 第２種電話柱

その他の柱類 その他の柱類

路上に設ける変圧器

地下に設ける変圧器 地下に設ける変圧器

変圧塔その他これに類するもの
及び公衆電話所

個/年 2,580

変圧塔その他これに類するもの
及び公衆電話所

m/年
地下に設ける電線その他の線
類

地下に設ける電線その他の線類

共架電線その他上空に設ける
線類

m/年

共架電線その他上空に設ける線
類

広告塔
㎡/年

その他のもの その他のもの

個/年
郵便差出箱及び信書便差出箱

法
第
3
2
条
第
１
項
第
２
号
に
掲
げ
る
物
件

外径が0.1ｍ未満のもの

m/年

法
第
3
2
条
第
１
項
第
２
号
に
掲
げ
る
物
件

外径が0.07ｍ未満のもの
93

630
m/年

外径が0.07m以上0.1ｍ未満のも
の

外径が0.1ｍ以上0.15ｍ未満の
もの

外径が0.1ｍ以上0.15ｍ未満のも
の

外径が0.15ｍ以上0.2ｍ未満の
もの

外径が0.15ｍ以上0.2ｍ未満のも
の

外径が0.2ｍ以上0.4ｍ未満のも
の

外径が0.2ｍ以上0.3ｍ未満のも
の
外径が0.3ｍ以上0.4ｍ未満のも
の
外径が0.4ｍ以上0.7ｍ未満のも
の

外径が0.7ｍ以上１.0ｍ未満のも
の

外径が0.7ｍ以上１.0ｍ未満のも
の

外径が１メートル以上のもの 外径が１メートル以上のもの

外径が0.4ｍ以上0.7ｍ未満のも
の

 



5,800 7,270

3,700 4,360

2,240 5,500

㎡/年 8,800 ㎡/年 14,550

個/年 2,200 1/2減免 個/年 4,400

1/2減免

ぶんバス全
額減免

令
第
７
条
第
６
号
に
掲
げ
る
仮

設
建
築
物
及
び
同
条
第
７
号
に

掲
げ
る
仮
設
収
容
施
設

㎡/年 8,800

令
第
７
条
第
６
号
に
掲
げ
る
仮

設
建
築
物
及
び
同
条
第
７
号
に

掲
げ
る
仮
設
収
容
施
設

㎡/年 14,550

令
７
条
第
1
2
号
に
掲
げ
る
器

具
　
※
車
両
止
め
装
置

㎡/年 A×0.018

令
７
条
第
1
2
号
に
掲
げ
る
器

具
　
※
車
両
止
め
装
置

㎡/年 A×0.024

A…近傍類似の土地の時価を表す

添加 添加

巻付　 巻付　

規格化された軽易な看板に係る減免措置

〇減免措置の基準

単位 占用料

令
第
７
条
第
１

号
に
掲
げ
る
物

件 看板(アーチ式であるものを除
く）

令
第
７
条
第
１

号
に
掲
げ
る
物

件
看板(アーチ式であるものを除く）

標識 標識

板囲，足場，詰所その他の工事
用施設，危険防止施設及び工
事用材料置場

板囲，足場，詰所その他の工事
用施設，危険防止施設及び工事
用材料置場

減免

法
第
3
2
条
第
１

項
第
５
号
に
掲
げ

る
施
設

上空に設ける通路

㎡/年

法
第
3
2
条
第
１

項
第
５
号
に
掲
げ

る
施
設

上空に設ける通路

㎡/年地下に設ける通路 地下に設ける通路

占用物件 単位 占用料 減免 占用物件

その他のもの その他のもの

物件

電柱広告

消火栓・標識広告　　

減免後の徴収単価
（１個につき）

3,210

1,600

2,110 消火栓・標識広告　　 2,910

物件 減免後の徴収単価
（１個につき）

電柱広告

4,940

2,180

 


